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 ご紹介いただきました山本繁太郎でございます。今日はお暑い中ご参集いただきまして、

ありがとうございます。私たち都市再生本部事務局は、実はこのビルの１３階に間借りを

しておりまして、エレベーターで１階経由でワンクッションで上がってくるという、非常

に便利なところだったので助かりました。今日はひとつよろしくお願いいたします。座っ

てお話をさせていただきます。 

 都市再生特別措置法ができましてから、緊急整備地域を指定するということで、今月の

頭、６月１日に都市再生特別措置法が施行されましたので、今日でちょうど丸３週間にな

るのですが、公共団体から自分の土地の区域のこの部分の指定をしてほしいという申し出

があったりして、新聞などにもカバーされております。 

 今日、資料を持ってきましたのは、６月１１日に、東京都と大阪府、市、名古屋市の４

つの公共団体が出してこられたもので、２ページ目に付しておりますけれども、実は昨日、

横浜市からみなとみらいの土地の区域を指定すべきだという申し出がありまして、都合５

つの都市から指定の申し出をいただいております。これからの段取りとしては、各省調整

ができましたらできるだけ早く、月明けにも本部を開いて、政令で指定する案を決める。

政令につきましては、パブリックコメントの手続などがありますので、ほぼ２週間ぐらい

を経て政令にするという段取りになります。また時間がありましたらその話に戻ってきた

いと思います。 

 ３月の末に法律が成立したのですが、参議院の国土交通委員会の審議のときに、社民党

の淵上貞雄先生という委員の先生がご質問に立たれまして、冒頭、「都市再生、都市再生と

いうけれども、一体再生というのはどういう意味だろうかと自分は思う。辞書を引いてみ

ると、一たん死んだものがよみがえる、蘇生と書いてあった」と。私も真面目に聞いてい

たのですが、思わず吹き出してしまったのですけれども、「君たちは都市のどういうところ

を死んだと思い、どういうふうによみがえらせるつもりなのかね」という議論をしていた

だきまして、色々な事柄を立体的に考えるのは、非常に大事だなと気がつかされたような

次第です。社民党自体はこういう大がかりな特別措置の仕掛けが、現に既成市街地に住ん
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でいる人たちの生活を乱してしまうのではないかというような問題意識から法案自体には

反対されたので、残念だったのですけれども、そういうご指摘をいただきました。 

 都市が死ぬという意味ですけれども、人がいなくなる、活動しなくなる、人が生活しな

くなる、命が見られなくなると、そういったような話だろうと思います。人がいなくなっ

た、使われなくなった都市の地域を、どうして再び生き生きと使うようにするのかという

ような課題です。都市再生と一言で言っていますけれども、実は都市行政部門で都市再開

発に政策的に気合いを入れて取り組み始めたのは１９８０年以降だと思います。そのころ

から都市計画のツールでは、ある程度まとまりのある都市について、都市再開発方針を導

入してやり始めました。その後使われるようになった言葉は、再開発に加えて都市機能更

新、あるいは近時では都市再構築というような言葉を使ってきていますけれども、そうい

う流れの先に都市再生があります。 

 世界的に見ると、西ヨーロッパが近代的な都市の歴史を一番古く持っているので、色々

な言葉が使われていますけれども、ＯＥＣＤの事務局ではアーバンルネッサンスという言

葉を使っています。その都市を再び生かしていこうという精神的な、文化的な側面を強調

した言葉使いだろうと思います。ちなみに内閣の都市再生本部事務局も英訳でこのアーバ

ンルネッサンスという言葉を使わせていただいております。我々の伝統的な、物理的なイ

メージである再開発は、リディベロップメントとか、リストラクチャリングとか、あるい

はリビルドというような言葉があるそうですけれども、近代都市計画の一番先進国である

英国ではアーバンリジェネレーションという言葉を使っています。これが一番我々の言う

都市再生になじむのかなと。最近では、英文なんか見てみますとリバースと、文字どおり

再生という言葉を使っているようなケースもあります。そういう文脈の中で、都市再生を、

どう考えて取り組んできたかという話を今日ご紹介したいと思うのです。 

 正直に申し上げますけれども、基本的には竹をすぱっと割ったような明確な方針のもと

に、真っ直ぐに取り組んできたということでは実はないのですね。色々な意味で試行錯誤

を繰り返して、色々な視点から都市再生の課題をつついてきたということが正直なところ

でございまして、そういったことも余り包み隠すことなくご説明をさせていただいて、ご

理解を賜りたいと思うような次第です。 

 レジュメに従いまして、一番初め、都市再生本部ができて、昨年の１２月の総理の指示

で都市再生特別措置法を立案しようということになったわけですけれども、そういうふう

に流れてきた流れを、ちょっと振り返る形で見てみたいと思います。都市再生本部ができ

るまでどういう取り組みがなされてきたかと。振り返ればきりがないわけですけれども、

基本的にはバブル崩壊以降の色々な経済対策が、どういう考え方で講じられてきたかをち

ょっと振り返って見てみたいと思います。例えば平成４年以降、昨年の都市再生本部がで

きるきっかけになりました緊急経済対策まで、１３回の経済対策が打たれております。緊

急経済対策という言葉が一番多いのですけれども、総合経済対策といったり、色々な言葉

で政府の対策が打たれてきています。 



 実は、最初の３分の１ぐらいは基本的に伝統的なサイクリング（景気循環型）の対策が

打たれてきたと思います。つまり、結局需要がないから景気が後退するので、需要を追加

する総需要政策ということで色々打たれてきた。バブル崩壊で地価が下がる。土地の需要

をつければいいではないかということで、公共用地の先行取得とか、これは国の直轄事業

だけではなくて、公団の事業も補助事業もそれぞれずっと施策が打たれてきた。 

 しかし、そういう施策を打ってもなかなか経済の全体の動きを転換させることはできな

いということで、色々悩みが深くなってくるわけです。都市再生本部の今の取り組みに端

的に結びつくような施策が、そういう意味で最初に打たれたのは平成６年の細川内閣の時

代です。２月に総合経済対策が打たれまして、この中で民間都市開発推進機構に、民間都

市開発を進めるために都市開発適地があるとした場合に、民都機構が土地を取得して、本

当に民間都市開発を進めようとする事業者に土地所有権をつなごうということで、土地取

得事業という施策が導入されました。最初は５千億円のお金が、政府保証枠ですけれども、

用意されて進められてきております。 

 次に注目すべきといいますか、１つの特徴的な経済対策を取り上げるとすれば、平成９

年の１１月、橋本内閣で講じられました緊急経済対策です。この緊急経済対策には「２１

世紀を切り開く」という形容詞がついています。実はこの９年の１１月というのは、霞が

関で働く者にとりましては、夏に行政改革会議が中央省庁改革の中間報告を出しまして、

暮れにはその最終報告ができる、今の中央省庁改革の姿形が世の中で確定していく過程と

いうことで、非常に騒がしかったタイミングなのですが、実はこの経済対策の世界では、

２１世紀を切り開く緊急経済対策が打たれたちょうどこの１１月に、三洋証券とか拓銀の

破綻とか、山一證券の廃業とかといったようなことが重なったタイミングですね。そうい

ったときにこの対策が打たれまして、このときはかなり包括的な議論がなされておりまし

た。土地の取引を活性化させたり、有効活用したり、先ほどの言葉使いではありませんが、

都市の再構築に取り組んでいこうと。不動産の証券化も含めて流動化をやっていこうとい

うような施策が、かなり包括的に掲げられているわけです。 

 それから、より具体的な施策としてはその翌年、同じく橋本政権ですけれども、平成１

０年の４月に総合経済対策が打たれまして、都市再生の世界では土地債権の流動化、それ

から土地の有効利用、トータルプランということが打ち出されまして、都市再生に関連し

て、住宅都市整備公団、今の都市基盤整備公団に、土地の有効利用事業が導入された。都

市の真ん中の大事な土地を、きちんとした建築物の敷地になるようにをまとめていこうと

いう仕事が都市公団に新たに付加されました。財政資金出資金２，０００億と、財投資金

１，０００億で始まったわけですけれども、その後もずっとその施策が追求されてきてい

るところです。 

 こういう流れの中で、今の都市再生本部が仕事をする物の考え方といいますか、下地を

包括的な形で用意したのは、小渕内閣になりましてから真っ先に組織されました経済戦略

会議だったと思います。この資料では一番最後のところに、都市再生本部の活動という色



刷りの１枚紙がありますので、これを横に置きながらご覧いただきたいと思います。実は、

小渕内閣が１０年の夏の参議院選挙の後に成立した直後に戦略会議が設置され、それから

わずか半年後の１１年の２月２６日に、「日本経済再生への戦略」という答申を出しており

ます。その経済戦略会議の基本的な問題意識が、日本経済を再生させるためになすべきこ

ととして、やはり機能不全になっている金融システムを何とかして再構築をしなければい

けないと。金融システムを再構築する具体的な方法として、都市再生に取り組むべきだと

いう問題意識がありました。この答申の第３章では、「バブル経済の本格精算と２１世紀型

金融システムの構築」という課題を掲げておりまして、実はその中で不良債権の実質処理

促進のためのスキームということをうたっております。その具体的な方法として都市再生

委員会を作りなさいと。これは総理の直接の管理のもとに都市再生委員会を作って、２１

世紀にふさわしい都市を構築するための国家戦略を作って、具体的に未来都市型パイロッ

トプロジェクトというものを、この都市再生委員会に色々な権限を集めて進めなさいとい

うことをうたっているわけです。 

 基本的にここで用意された物の考え方といいますか土俵が、都市再生本部に流れてきて

いると思います。今ざっと見ていただきましたバブル崩壊以降の色々な試みのポイントを

もう一度整理しますと、機能不全になっている金融システムをもう一度機能するようにす

るという仕事と表裏の関係に都市再生という課題があるという問題意識ですね。この表裏

の関係にある２つの課題を同時に前に進めることが、結局産業を再生させ、日本経済を生

き返らせることにつながるという問題意識で、ある程度のコンセンサスといいますか、も

しみんなが力を集中するなら、そういう物の考え方に沿ったやり方をすべきだということ

で、ある程度方向性がまとまってきたと思います。 

 実は、先ほどの１枚紙の２番目のところに、都市再生推進懇談会という枠を作っておる

のをご覧いただきたいのですが、これは実は戦略会議が１１年の２月に答申を出しまして、

この年の夏以降、戦略会議では、出した答申が政府によってどういうふうに実施されてい

るかをフォローアップする作業がずっと続きまして、旧建設省に対しまして都市再生委員

会を追求するように、追求できないのであれば、どういう方法で答申で掲げた方向に取り

組むつもりなのかというモニタリングの作業が進みました。その過程で、当時の旧建設省

の基本的な受けとめ方としては、色々荒れた大都市の真ん中に近い土地をきちんと使える

ようにまとめてやっていくという仕事は、非常に地道な、地に即した、地を這うような仕

事でもあるので、官邸に、内閣の真ん中に色々な権限を集めて、何もかもそこで決めさせ

るというアプローチをしたから、地べたの色々な問題が解決するということではないよう

に僕たちは思いますと。だから、現場をコントロールする部隊が仕事をしやすくなるよう

なことはどんどんやっていきましょうと。もし総理のイニシアチブで何かやってもらえる

ことがあるとすれば、政策的な事柄にしろ、制度的な事柄にしろ、方向性について確認を

する。それで、制度とか予算とかについてもその確認したことに従って着実にやっていく。

方向性を定めてもらうということにつきますということで、座長は建設大臣ですけれども、



場所としては東京であれば官邸で、石原知事ほか関係の首長さんと有識者と集まっていた

だいて、首都圏を再生させるためにやるべきことは何かという議論を１年ぐらいかけてや

っていただきました。その結果が出たのが翌年の秋で、それがここに書いてあるわけです。

一応の方向性を伊藤滋先生を座長に議論をしてきたわけです。実際に答申を出したときは

森内閣でしたが、小渕内閣のときに始めて東京圏と大阪圏についてそれぞれ方向性を論議

したというような下敷きがあります。そういう形でずっと仕事を進めてきて、そういう流

れの中で具体的なきっかけとしては、昨年の３月の緊急経済対策で都市再生本部の設置が

提起されたということでございます。 

 都市再生本部の設置に至る経緯について若干ご説明させていただきたいと思うのですが、

直接の契機は、ここの１枚紙には４月６日の緊急経済対策と書いておりますけれども、実

は与党の政策責任者が３月９日に、与党の緊急経済対策というのを打ち出されまして、そ

の中で都市再生本部を作れということが提起されております。この与党の緊急経済対策に

ついてコメントをしたいと思います。先ほど幾つか引用しました政府のバブル崩壊以降の

１３回にわたる経済対策、いずれもこれに関する意思決定は、基本的に政府の中でどうい

うことがこのタイミングで経済対策として打てるかということを、大蔵省とか経済企画庁

なんかの調整のもとに整理をして、並行する形で与党の政務調査会で個別の政策ツールを

論議をして、まとめる形で与党と政府が同時に緊急経済対策を決めるという形でやってき

たと思います。 

 ところが、この都市再生本部誕生のきっかけとなりました与党の緊急経済対策は、それ

までのそういったやり方と全く異なるやり方で打ち出された。具体的には、３党の政策責

任者の直接のイニシアティブでこの経済対策がいきなり打ち出されたということでござい

ます。典型的なトップダウンといいますか、３党の政調会長と会長代理で話し合われて、

政府に対してこれをやれという形で打ち出されたと思います。これは政府に対してもそう

いう形で打ち出されましたし、与党の中、例えば自民党の中でも、政務調査会の中の各部

会に色々な施策の部品を出して来なさい。それを組み立てて、党として緊急経済対策を打

つよというやり方ではなくて、政調会長の基本的なリーダーシップで打ち出されたと思い

ます。問題意識としてはもちろん経済情勢判断であります。年度末に向けての証券市場の

状況とか、金融機関が抱える不良債権の色々な問題などについての非常に危機的な、それ

から、新しい１３年度の第１・四半期における経済の見通しも非常に厳しいといったよう

な判断があって、何とかしなければいけないということを政策責任者は考えられたという

のが一番大きいと思います。 

 結果として、与党が出された緊急経済対策の柱は３本の柱になっておりまして、証券市

場の活性化と不良債権の処理を前倒すという話と、それから都市再生、不動産の流動化と

いう、この３つの柱が打ち出されているわけです。 

 中身について、都市再生関連でポイントを２つ申し上げます。１つは都市再生本部を作

って何をやれと書いてあるかといいますと、都市再生プロジェクトを実施しなさいと書い



てある。バブル崩壊以降、経済対策を打って色々な論議はしてきたけれども、やるべきこ

とはもう定まってきたはずではないかと。ですから、それをプロジェクトという形で具体

的な行動に移せと。アクションを重視するという思想があったと思います。 

 それから第２は、これは明確に緊急経済対策の中には書いてありませんけれども政府は

本気でやる気のある公共団体と、めりはりをつけて付き合うぞという姿勢を、与党の緊急

経済対策では明確にされたと思います。恐らく東京都が念頭にあったと思いますけれども、

公共団体、なかんずくトップのやる気の姿勢をきちんと受けとめる形で政府は行動をすべ

きだと。それで、本当に実行性のある都市再生のプロジェクトを追求すべきだという思想

であったと思います。 

 実際にはどういう形で仕事をするかということについて２つのことが言われています。

抽象的に書かれているので本部のことも含まれているかもしれませんけれど、都市再生を

実施する機関を新たに用意をすると。実施機関ですね。それと実施機関が行動するための

エネルギーといいいますか、燃料といいますか、としての都市再生ファンドを作れという

ことをこの緊急経済対策では言っています。都市再生ファンドでお金を用意して、この実

施機関にプロジェクトという形でアクションを起こさせると、こういうふうに考えられて

いたと思います。 

そういうふうな問題意識で緊急経済対策が政府に対して投げかけられた。そういうことで

あってみれば、政府として緊急経済対策を決定するまでに相当な調整が必要でございまし

て、与党が打ち出した３月９日から、現実に政府が経済関係閣僚会議で緊急経済対策を打

つまでに１カ月かかりました。４月になって、ここに書いておりますように、政府の対策

として定められた。実際は、与党の政策責任者と経済関係閣僚と一緒の会議で、この緊急

経済対策は４月６日に打ち出されたわけですけれども、この１カ月間の調整でどういう議

論がなされたか、簡単にご紹介いたします。まず、与党の問題意識を政府として受けとめ

た部分ですね。そのまま採用した部分は、まず第一に本部の位置づけです。都市再生本部

は、総理の指揮のもとに、都市再生を国の重要な戦略的な課題として重点的に取り組むと

いうこと。それから、本部をマネージするために、公共団体、それから民間の方々も入っ

ていただいた独立した事務局を作るという部分を受けとめています。 

 それから、プロジェクト主義についても受けとめていまして、２１世紀型都市再生プロ

ジェクトを進めるというふうに政府の対策では掲げております。具体的な行動を行う、し

かもスピードを持って迅速に行動を起こすという問題意識、こういったところをそのまま

政府の緊急対策でも受けとめている。受けとめ切れなかった部分といいますか、採用し切

れなかった部分がファンドの取り扱いであります。 

 ファンドについての政府の基本的な考えは、都市基盤整備公団が進める土地の有効利用

事業が、与党の対策でいう実施機関、それから実際にやることに一番近いわけですから、

ぜひここの具体的な実務を前に進むようにしようということです。都市公団の有効利用事

業を最大限に生かすようにしようというのが政府の緊急対策の受けとめ方です。従って、



有効利用事業について出資金を充当する色々な要件がありますけれど、そういったものを

緩和したり、あるいはもしそういう形で仕事がどんどん進んで所要資金が出てくれば、政

府はいつの段階でも、どういう形ででも資金を供給していきますということを申し上げて、

ファンドを作って、とにかく生の金を用意するという形は、政府の対策ではとらないとい

うふうに整理をしたと思います。 

 ４月６日に政府の対策が打ち出されて、直ちに自民党の総裁選挙になりましたので、実

際に都市再生本部ができましたのは全く新しい小泉政権の下、５月８日のことです。生ま

れるきっかけになったのは前の政策責任者の下ですが、実際に都市再生本部が生まれてき

たときは小泉内閣だったということで、５月８日に私たちはここの１３階に集められて、

仕事を進めることになるわけですけれども、何を手がかりにどういう思想でこれに取り組

むか、頭からかなり試行錯誤の部分があったと申し上げたのはそういうことであるわけで

あります。 

 それでは都市再生本部ができてから、これまでどういうふうな取り組みをしてきたかを、

幾つか整理をしながらご紹介をしていきたいと思います。試行錯誤と申し上げましたけれ

ども、都市再生に取り組む際の色々な論点があります。非常に大きな論点として２つあり

まして、それを初めに整理する必要があったということであります。 

 まず第１は、緊急経済対策として都市再生に取り組むということが掲げられている。緊

急経済対策であるからには、直ちに実需に結びつくといいますが、実効性がある、財貨サ

ービスの購入に結びつくという意味での実効性がある。実需を振興する、その規模につい

ても関心がある。だから、すぐ効果があるスピードとリアルの需要、それからボリューム

と、そういったようなものに緊急対策として経済的な観点から関心がある。そういう課題

としての都市再生の仕事と、都市のあり方を論じる非常に長期的な課題にどういうふうに

取り組むかという問題です。どういう形でやればそういう２１世紀を通じた日本国民の大

宗が生活する都市のあり様を改善していくということができるのか。さまざまな主体が関

わってきますので、関係主体がある程度統一された指針に従って動いていくというのはど

ういうことなのかという、そういう論点といいますか問題意識ですね。どちらに重点を置

いて取り組むのか。生まれた出自が緊急対策にあるものですから、当然前者に相当のウエ

ートがあるといいますか、世の中の関心は相当そっちにあるわけですけれども、これまで

都市政策に携ってきた部隊が、中長期的な都市のあり方をきちんと改善していく取り組み

についてはどう考えたらいいのかと、そういうふうな議論をしたと思います。 

 実は、５月８日に事務局が集まって、最初の都市再生本部の顔見せの会合を１０日後の

５月１８日に持ったのですけれども、この中で総理から都市再生に取り組む基本的な考え

方というものを表明してもらいました。その中で本部が取り組むべきプロジェクト、これ

が緊急経済対策で都市再生本部が受けとったマンデイトなのですけれども、このプロジェ

クトという言葉を再定義しまして、その中に、この上から２番目の右側のところに、都市

再生に対する基本的な考え方の２行目に書いていますように、色々な条件整備としてやは



り制度を論じる、色々な制度をその運用も含めて総点検した上で必要な制度改革があれば

それにも取り組む。そういう国自体の、国会も含めてですけれども、アクションを広義の

プロジェクトであるというふうに再定義しまして、そういったこともやりますよと入口で

宣言したわけでございます。緊急対策と長期的な都市のあり方の議論は、そういうことで

両方追求しましょうというのがまず第１の論点であります。 

 それから、第２の論点は、大都市にあらゆる努力を集中するのか、それとも地方都市も

含めてこれに取り組んでいくのかという、政治的に最も重い課題です。実質的に、緊急経

済対策で使われている言葉も、大都市の国際競争力が目に見えて落ちてきていると。その

ために、東アジアだけ見ても色々な小都市に遅れをとっていると。だからそういったとこ

ろときちんと伍して、世界の都市として闘っていけるような大都市をきちんと再構築する

と。それが都市再生の最大の課題だというのが、実は政府与党の入口の主張です。これは

政策責任者と東京都知事、大阪府知事との色々なやりとりがあって、緊急経済対策が生ま

れてきたということとも関わっていると思います。従って５月１８日の段階では、やはり

大きな都市の国際競争力を追求するということを、基本的な考え方の中でも、それから総

理の各省への指示の中でもうたっております。今までは国土の均衡ある発展という政治的

なスローガンのもとで、どちらかというと行政投資、行政的な努力という面で看過されて

きた大都市の具体的な課題に取り組むのだということを、かなり明確に主張しております。 

 ところが、実は５月１８日に第１回の会合をして、そのことを宣言した前後からですけ

れども、小泉内閣の所信表明演説、それから本会議の質疑、予算委員会での質疑とやって

いく中で、例えば財政構造改革、３０兆円の話、どんどん話が進んでいきます。結局公共

事業も基本的にはトータルをカットする、６月には骨太の方針で１０％カットする。それ

から地方財政も１０％カットするという話が、直接総理からではなくても、財務大臣から

答弁の中でご発言になるようになってきますと、要するに公共投資自体、それから地方財

政も含めて、全体がそういうふうに圧縮される中で、しかも重点的に東京を中心とする大

都市に投資をしようとするのかという心配が出てきた。都市再生に取り組むことについて

の、色々な危惧が与党の中でも論議されるようになりました。 

 実は、６月１４日の第２回の会合で、プロジェクトに関する基本的な考え方、それから

都市再生本部がプロジェクトを取り上げる場合、どういう分野を取り上げるかということ

と、それから地方都市についてどういう態度をとるかということを、改めて決めてもらっ

た。これを決める過程は、もちろん目の前は６月１５日の都議会議員の選挙の告示なので

すが、７月には参議院議員の選挙もあるということで、与党の中でも都市再生本部が大都

市だけやるのであれば、内閣の方針としてそれでいいのかという声が非常に強くなりまし

て、基本的にとった態度は、ここの都市再生プロジェクト選定方針のところに書いており

ますように、固有名詞を上げてアクションプログラムとして都市再生本部が追求するのは、

大都市のプロジェクトである。しかし、地方都市についても共通する横断的な、しかも構

造的な課題については光を当てて、各省に努力してもらうということを言っております。



横断的、構造的な課題には取り組むと言ってきております。 

 実は、このときは例示として、停滞する中心市街地の問題でありますとか、鉄道で分断

されている市街地をどういうふうに一体的に整備するかというような課題であるとか、そ

れを横断的、構造的課題として例示したのです。そういうことで、圧倒的に大都市が遅れ

ている、大都市に力を入れようということで生まれてきておりますけれども、地方都市が

掲げる課題も看過はしないという方向になっております。それは今日に至るまで同じ姿勢

でやってきています。以上のように、２つ目の論点は、大都市、地方都市問題であります。 

 この第１の論点、第２の論点を共通してでありますけれども、小泉内閣が構造改革の一

環として都市再生を進めるという課題についてどう考えるかという論点が３つ目にあるわ

けであります。構造改革の一環として都市再生をやるというときに、もちろん正面のテー

マは、民間にできることは民間にやっていただくということに尽きるわけであります。民

間の力を都市再生に向ける。都市の投資に民間の力を十全に発揮していただく。これの背

景に、金融システムの機能不全というのがあって、システムの再構築の努力と相まって、

今回の特別措置法のような枠組みを考えるということにつながるのですが、実はさらにそ

の背景に、財政構造改革との関係で、先ほどちょっと触れましたけれども、公共団体の財

政力が非常に疲弊しているという難問がある。公共事業のカット、それから地方財政計画

のカットというようなことがある。それはしかし、財政構造改革の一環としてなされてい

る。しかも、それは結局、都市再生を進める民間の力と並ぶ車の両輪である地方の財政を、

そうでなくても疲弊している財政力を弱めていく方向に向いておりまして、そういう中で

どういう手立てがあるのか。これが非常になかなか解のない問題点であります。 

 それからもう１つは、やはり構造改革として追求されている特殊法人改革であります。

特殊法人の廃止ないし民営化という議論の中で、一つ一つの公共団体ではなかなか取り扱

えない色々な課題について、例えば都市基盤整備公団が仕事をしてまいりますけれども、

これをどうするかということが俎上に上っておりまして、今まで伝統的に都市再生という

課題に取り組んできた色々な政策ツール、実際に仕事を進める事業主体である、制度を進

める主体であるその一つ一つについて改革の論議がなされている。そのことのために、我々

が緊急経済対策以来受けとめています具体的なアクションを起こす、スピーディーに現場

を動かしていくという課題との関係で、非常に悩みが深い。どんどん現場の動きが遅れて

いく。そういう方向に力が働く。そういう中で、構造改革の一環としての都市再生を考え

てきたというのが現状であります。 

 以上のような３つの論点に悩みながらも、具体的な都市再生プロジェクトを決めること

は第一の課題でありますので、議論の余地の少ないテーマから順次、つまみ食い的という

批判はありますけれども、今まで３次にわたって都市再生プロジェクトを決めてきており

ます。これをちょっと見ていただきます。いちいち説明するのは時間的に難しいのですが、

６月１４日に第１次のプロジェクトを決めていまして、これは特に東京都市圏が抱えてい

る一番大きな問題点、余り論議の余地がない、必ず政府の方針としてみんなの力を集めて



進めていかなければいけない課題という意味で、東京湾臨海部に基幹的な広域防災拠点を

作ろうということを決めております。通常の内閣の意思決定ですと、どういう規模の防災

拠点を、どこに誰の力で造るかということを調整をいたしまして、それが完全に詰まった

ときに、こういう拠点を整備するという方針を決めるというやり方ですけれども、都市再

生本部では、阪神大震災の経験に照らすと、東京圏に直下型の地震があった場合に、救援

活動の拠点としては、立川だけではとても不十分だ、海からのこういう防災活動が、さら

には復旧活動が非常に効果的だ、だから、いずれにしても、どうしても要るのだから、政

府として作るという方針をまず決めました。どこにどういう形でやるかをその後政府内で

調整をしてきております。この６月１４日の時点では、１４年度予算で具体的に意思決定

しようということでしたが、これは１５年度の要求時点までに具体的な箇所とか規模とい

ったようなことを決めるつもりです。 

 それから、２番目の大都市圏におけるごみゼロ型都市への再構築は、いずれにしても一

般廃棄物も産業廃棄物も含めて、大都市が圏域内で全く処理し切れなくて、色々な圏域に、

甚だしいときは海外にまで迷惑をかけているというような状況がありまして、これから自

立的な都市をきちんと経営していくためには、とにかくごみを出さない社会をつくる、自

域内で的確に処理できるようにしていく、そのために必要な産業政策を投入して、きちん

と循環的な都市になるようにするという方向性を定めました。これは関係公共団体等も、

それから政府の中の関係部局ともかなり議論が進んできまして、具体的なごみの総量の削

減の目標とか、あるいはその処理、あるいはその施設の集中立地の手立てとか、そういう

ものが具体に進んできております。 

 第１次決定で一番ユニークなのは、３つ目の中央官庁のＰＦＩによる整備で、この霞が

関ビルがある霞が関の三丁目の街区ですね。この中の文部科学省と会計検査院をＰＦＩで

建てかえる。今まで、ＰＦＩの推進法もできましたけれども、中央省庁が関わる色々な公

共施設の整備については、ＰＦＩの実績は全く上がっておりませんで、霞が関官衙のど真

ん中の施設をＰＦＩでやろうということを、かなり乱暴に内閣の方針として決めたという

ことがまず第１ですね。 

 それから第２に、役所の施設を、とにかくＰＦＩであれ直轄事業であれ、建てかえれば

それでいいということはやめようと。都市再生を論ずる以上、そういう大規模な投資活動

をやるのであれば、１つの街区全体が抱えているまちづくり上の色々な課題をセットで解

決するということをやってみようじゃないかということですね。この２つの課題を掲げま

して、ＰＦＩで建てかえることをエネルギーにして、きっかけにして、霞が関三丁目の街

区全体をきちんとやる。民間のビルディングなんかもありまして、そういったものの再構

築も併せてこの事業全体でやるということを決めました。 

 施設整備を担当する霞が関の部局からすると、大変迷惑なことだと思います。従って、

これを決めてからちょうど１年たちますが、大変ご労苦をかけているわけですね。それは

文部科学省にしても、財務省の国有財産部局にしても、実際に仕事をする国土交通省の官



庁営繕部にしても、大変ご労苦をかけているわけですけれども、このプロジェクトは恐ら

くＰＦＩの先例になるとともに、公共施設を整備するときに町全体を考えるという大事な

先行事例になる。これは、実は公共団体も、公共団体でさえと言った方がいいかと思いま

すけれども、市庁舎を整備をしたり、あるいはそのほかの図書館とか学校とか、そういっ

たような公共施設を整備するときに、真面目な役人ほど自分が与えられた仕事を、無事期

間内に的確に仕事をすればいいというふうに課題を設定しがちで、その施設の周辺に住ん

でいる人たちが色々な町の課題を抱えている、それを併せてやってくれれば、公共団体と

しても大変仕事が前に進むのですけれども、意思決定が縦に割れているものですから、な

かなかそういうふうな行動様式にならない。 

 これはうちの先輩たちもよく言いますけれども、今日は都市公団の方がおられてまこと

に申しわけないのですけれども、都市公団の賃貸住宅が建てかえの時期を迎える。かなり

まとまった団地で、特に３０年代の初期にやったやつは、既成市街地の真ん中の方にあり

ますので、そういったようなものを建てかえるときに、極力その団地の周辺の市街地が抱

えている課題を、併せて解決するように都市再生の事業をすべきだということは都市公団

の賃貸住宅の建てかえでも課題としてはあるのですね。しかも都市再生のプロが仕事をし

ている。リーダーたちもそういう課題意識は持っている。しかし現場ではなかなかそうい

ったことに取り組めないというような事情があります。今、都市公団は、そこは極力そう

いった形で取り組もうということで努力していただいておりますけれども、同じような流

れでこの中央官庁施設のＰＦＩは、そういう仕事を付加して、２つの面からのモデルにな

ってほしいということをうたっているわけです。 

 第２次決定は１４年度予算要求の直前、８月２８日に、主として公共側が、公共の中で

も特に国の直轄事業とか、公団の事業でかなり責任を持って整備をしていかなければいけ

ない。財政資金も相当たくさん使う国際交流物流、これは空港、それから港湾、それから

大都市の環状道路、そういったようなものについて方針を決めていただいております。 

 大都市圏における環状道路体系の整備。これは、図面を持ってきていなくて恐縮なので

すが、首都圏であれば３環状ですね。首都圏中央連絡道、外郭環状道路、それから首都高

の中央環状道路。それぞれ今着手している道路の区間は、次期５カ年期間中、これから５、

６年の間に全て供用するという方針を明示していただいております。環状道路が本当にで

き上がれば、今の既成市街地の中にある色々な渋滞はほとんど解消するというふうに道路

局も説明しておりますので、東京の自動車交通の体系を抜本的に変えるという意味で、必

ず作るという方針を決めております。ところが、昨年の８月２８日ですから、道路公団改

革の論議がはじまっています。どういうことを年末までに、少なくとも方向性は打ち出す

かということを論じられている最中ですけれども、特殊法人なり、仕事をする主体のあり

方がどうあっても、大都市圏の環状道路はどうしても要るということについては、内閣と

して確認しているということが言えると思います。 

 そういったようなことをプロジェクトとしては整理をしてきまして、それから、予算編



成過程で、１２月４日に第５回の会合を開きまして、このときにさらに積み残した幾つか

の課題を整理をしております。東京、大阪を中心にそれぞれ６，０００ヘクタールぐらい

ある密集市街地にどういう手を打っていくかという話。密集市街地を抜本的に改善してき

ちんとした市街地に作り直すというのは、これは相当時間がかかるということを前提に、

この第３次のプロジェクトで取り上げた緊急整備という言葉の意味ですけれども、東京も

大阪も６，０００ヘクタールある中で、地震があったり火災が起きたりしたときに市街地

大火になってしまうような、市街地全体が燃え広がるというような、そういう危険な市街

地が２，０００ヘクタールあるというので、その２，０００ヘクタールについては、少な

くとも市街地大火にはならないようにしようということを決めていただいております。具

体的にどうするかといいますと、道路とか公園といった公共空間を基本的に用意するとい

うことと、敷地の方では地震がきても壊れない、火事になってもしばらく燃えないという

耐火の構造に建てかえていく、できれば共同化するというようなことを地道に努力するこ

とで、そういう市街地を広げようというようなことを言っています。 

 それから、都市のストックを使うというテーマ。それから、都市における自然を保全す

る、失われたものは回復するといったような、都市環境インフラを再生させるといったよ

うな課題をこの３次のときには決めていただいております。プロジェクトとしてはそうい

うことで、一応の政府としての方向性を決めて、各省がそういう方向で努力してください

ということは、こういったテーマについては言えるようになったと思うのです。 

 それから、都市再生本部がやってきたもう１つの大きな分野として、民間の都市開発事

業をきちんと前に進める、１歩でも２歩でも前に進めるために、私たちは何を為すべきか

という作業をずっとやってきました。これが実は、８月２８日の第３回の会合で、第２次

の都市再生プロジェクトと並んで決めていただいた措置であります。民間都市開発投資促

進のための緊急措置。これは要するに、現在ある程度の規模で民間都市開発投資を企図し

ておられる事業者があったら、ぜひその計画を私たちに教えてください。事業推進上の色々

な課題があれば、それを私たちに教えてください。公共団体と一緒になって、どういう手

が打てるか論議をしましょう。公共団体からも民間都市開発事業として進めたいものがあ

れば挙げてくださいと。こうしましたところ、一番右側の列の真ん中あたりにありますよ

うに、２８６プロジェクトが出てきまして、これは一応申し出てもらう前提として、敷地

規模が１ヘクタール以上で、しかも単に構想中の段階のものではなくて、少なくとも２、

３年のうちには必ず事業に着手すると。そういうたぐいのものを持ってきてくださいと言

ったところ、２８６プロジェクトありました。圧倒的に東京都市計画の区域が多いわけで

すけれども、そういったものが東京に限らず色々な都市から上がってきておりまして、そ

の具体のプロジェクトに即して、どういったことが支障になるかということを整理をしま

して、実は昨年の９月から１２月までの４カ月間、特にその前半の３カ月間は都市再生本

部事務局の相当の力をこれに集中しまして、公共団体も随分煩わせたのですけれども、論

議して整理をしました。整理をした結果が、実は１２月の予算編成過程で都市再生本部に



出しました、都市再生のために緊急に取り組むべき制度改革の方向という報告であります。 

 実は、１２月４日に報告し決定してもらった制度改革の方向は２つの分野に分かれてお

りまして、１つは民間事業者の力を発揮して都市再生を進めていただくという課題に照ら

して、どういう制度改革が必要かという部分。もう１つは、もうちょっと地に即したとい

いますか、地域住民、地権者とかまちづくり組織とか、そういったグラスルーツの方向か

ら町を改善していくために、そういった試みをスムーズに進めるためにどういう制度改革

が必要かと。この２つの部分からなっている。民間都市開発投資促進のための緊急措置で、

３カ月間論議してきたことは前者の部分の提案であります。実は、その制度の運用と、そ

れから制度改革自体と２つに分けてやっていまして、特に運用の部分は、ご存じのとおり、

ほとんど公共団体が運用されるものですから、なかなか都市再生本部が公共団体を引き回

すようなことはなかなか言い切れなかったのですが、少なくとも、東京都、それから大阪

市あたりとは、かなり細かくやりとりをした上で、運用の改善の合意をしたものを書かせ

ていただいております。 

 理念的には、まず一番大きいのがやはりスピードアップですね、手続のスピードアップ。

特に各法律、各セクションが追求する色々な課題、各セクションはそれぞれ自分たちが追

求している公益があると言っているものですから、自分のところをクリアして隣のところ

にいって、そこの追求する公益をクリアしていきなさいというので、全部直列に手続が進

むわけですね。ところが、例えば石原知事が、やはりこのプロジェクトを進めようと、東

京都民にとって必要だ、だから、極力進めるという方向でどこに問題があるか整理しろと、

こう意思決定したとすれば、並行して課題を処理することが可能なわけですね。１つの部

分で、本当にクリティカルなものがあれば、それは実現できないということになるかもし

れませんけれど、しかし、並行して手続を処理することで各段にスピードアップするとい

う点に着目して、それはぜひ進めてくれと。東京都はそういうことでも努力している。都

市計画と例えば港湾、臨港地区の手続とか。なかなか並行で難しいのがアセスメントの手

続ですけれども、東京都はアセスメント自体についてかなり合理化する方針を決めて今条

例を提案してくれておりますけれども、そういうような形でスピードアップを図るという

部分を主張しております。 

 これは、実は私たちは公共団体との間に立って、色々問題意識のやりとりをしたので、

一緒に悩んだ結果なのですけれども、要するに行政部隊、特に公共団体、霞が関もそうだ

と思いますけれども、行政部隊が公益を追求するときの色々な指標を何に求めるか。どれ

だけ努力したかという指標を、恐らくインプットで計る。アウトカムについてはなかなか

指標がないから、例えば公共事業であればどれだけの財源を投資したかとか、国と地方の

金を幾ら、何億円投資したかということで計る。あるいは、大事な公益を行政部内できち

んと考量したかというのは、かけた時間で計るとかですね。つまり、時間をかけることが、

僕たちが公益を大事にしている証拠だみたいなところがあるのですね、行動文化的に。そ

ういったところは、しかし、現実に仕事をしようとする、都市再生事業をしようとする民



間事業者の方々の時間感覚からするととんでもないと、とんでもない基準を役所は持って

いるということになるわけでして、そのあたりを意思疎通を図りながら、極力並行処理で

スピードアップするということが第一です。 

 それから第二、運用改善では、色々細かいことがあるのであれなのですけれども、行政

手続の色々ないいか悪いかを判断するときの基準について、極力都市計画なんかについて

も事前明示性を確保したい。再開発地区計画という、きちんとした施設をその土地の区域

で導入すれば、容積なんかも緩和できるという枠組みがありますけれども、再開発地区計

画を決めていくときに、例えばその地区の整備方針を決める段階では、容積はどこまで、

用途地域で決められている容積をどこまで緩和できるかというとについて、都市計画責任

者からなかなか明示してもらえないというふうなところが、事業計画の立案上非常に支障

になっているということで、極力方針段階で幅はあっても明示できるようにするとか、そ

ういったような努力をしています。 

 もう１つ、運用の問題としては、都市計画道路の整備であります。都市計画事業担当部

局は、今までどの都市計画道路のどの区間を整備していくかということのプライオリティ

ーについて、当たり前ですけれども、予想される自動車交通量、それが自動車交通をさば

くためにどれほどネックになっているかという基準で決めているわけですけれども、その

基準を捨てるわけではありません。その基準に加えて、民間都市開発事業が都市計画道路

に沿ったところで行われようとすると、都市計画道路がその部分だけでも整備されれば、

当該民間都市開発事業の建築投資の効用を発揮することに役立つと、そういったような要

素も都市計画道路整備の採択の基準として考えていこうと。私は、都市計画で仕事をして

いることもあって、こういう物の考え方で道路の仕事をしてくれるようになったというの

は非常に画期的だと思うのですけれども、そういう行動をするということを言っています。 

 それから、都市計画道路に関連しては、第２に最後の何十メートルでありませんけれど

も、９割まで計画した箇所の仕事が進んでいるけれども、あと一部分が整備できないため

に道路の効用を発揮できない、しかも長い間さらされているということについての色々な

ご議論がありまして、これは都市計画事業者がスピードアップして、早期に供用するとい

うことを世間に宣言していただく。宣言していただいて、必要があれば強制力を使ってで

も道路を空けていく。必要な国庫補助があれば、優先的につけていくというような方針を

公共団体とも相談して定めてもらいました。運用面ではそういったようなことをうたって

おります。法制として次期通常会でぜひ取り上げたいということを、この１２月４日の段

階で取り上げた改革の方向に書き込んだのは幾つかありますけれども、ポイントは民間事

業者による都市計画の提案制度でございます。民間事業者に都市計画を提案していただく

ということをここでは言っていただいております。 

 それからもう１つは、法定の再開発事業を株式会社ができるようにする。株式会社に施

行権能を与える。これは２種事業も含めてですね。そういったようなことを提案していた

だきました。これらは全て今の通常会に法律案として提出されておりまして、都市計画法、



建築基準法の改正ということで、一部はもう成立しておりますし、今、最終的な国会の審

議をしていただいている最中のものもあります。併せて、法制の関係では、東京と大阪の

工業等制限法を廃止するという方針を明確に打ち出してもらっています。これももう既に

法律はでき上がっております。 

 そういう枠組みで次期通常会で法律の必要なことは改正するということを、都市再生本

部で１２月４日に決めていただいたのですけれども、さらに１２月１４日になりまして、

総理から指示がありまして、もっと思い切って民間都市開発を進めるために、特別な立法

を考えるようにということでありました。それが都市再生特別措置法として結実している

わけであります。これは特別措置法の基本的な枠組みとして、参考資料の１に示しており

ます。さっきリファーしませんでしたけれど、参考資料の２が先ほど来言いました９月、

１０月、１１月と都市再生本部事務局で一生懸命やってきた緊急措置の具体的な中身を整

理していますので、ご覧いただきたいと思います。 

 そういう民間都市開発投資促進のための色々な支援措置の検討の成果を、ひとまとめに

する形で思い切って特別法を用意するようにというのが１２月１４日の総理指示なのです

が、そのときの思想は、まず努力を集中すべき場所を特定する。場所を特定して、なおか

つそれもいつまでもだらだらやるのではなくて、基本的に時間を限定して、これから例え

ば１０年間この場所で徹底的に都市再生のための力を集中して講じていく。国も地方公共

団体も、そういうことで心を１つにして前に進めていこうと、そういう枠組みを用意して

みろということなのですね。法律で用意しています具体的な方法としては、まず都市再生

緊急整備地域という地域を決める。これは実はここで都市再生事業を、土地を高度に利用

する事業をどんどん前に進めてもらおうということを宣言することになるわけです。そう

いう場所を特定するということになるのです。 

 実は、都市計画の世界では、冒頭ちょっとコメントしましたけれども、１９８０年、昭

和５５年に都市計画法上、再開発方針というツールを導入しています。これから市街地を

再構築する時代だと、既成市街地をですね。例えば、東京都市計画区域全体で７００万ヘ

クタールありますけれども、そこを全体をのべつ幕なしに再開発するというのは難しいで

すから、特に力を入れて再開発事業を進める地域を特定しようというのが、再開発方針の

１号市街地と言われる、都市計画のマスタープランの中にそういう市街地を書き込みなさ

いと。そうしたら、そこに再開発のための力を集中しようと。それは、例えば都市開発資

金の融資とか税制とか色々なものをくっつけて、その集中的な努力を促そうという、そう

いう思想で用意された都市計画のマスタープラン上の計画要素なのですね。 

 それが法律上用意されて、実際に都市計画で運用されたときに、どういうふうに運用さ

れたかということを振り返りますと、東京都市計画の区域の……。今ちょっと間違いまし

た６２０平方キロですね。東京都市計画はそれだけ区域があるのですけれども、そのうち

どこをターゲットにするかということを実は決め切れなかった。だから１号市街地は、こ

の６２０平方キロ全部だというふうになっているわけです。 



 制度上、そういうツールが与えられても、集中すべき地域を決められなければ、ないの

と同じですから、要するに政治的、行政的意思決定がなされていない。従って、市街地再

構築の、再開発の仕事をする立場からすれば、民間事業者の方々の立場からすると、要す

るに行政サイドの精神が定まっていない。だから、現にそこを土地利用しておられる方、

住んでおられる方が、そんなでかい建物を造ってとんでもないことだというふうに言われ

るときに、行政の方も明確な意思を持って受け答えのしようがないと、そういう状況でず

っとここまできているわけです。 

 だから、少なくとも都市再生特別措置法のツールを使って、正面から努力を集中すると

いう以上、地域を決め切らなければいけないわけです。いかにして決め切ることができる

のか。政治家の先生方の中には、これはやはり公共団体に何もかも決めてくれといっても

決め切れない。だから、むしろ法律で地域を決め切る、法律でここをとにかく努力を集中

するところだって決め切ったらどうかと。都市再生特別措置法の別表で、この地域をやる

のだというふうにやったらどうだということを主張する先生方も、つまり都市計画決定の

現場について、実情を理解しておられる方々は、そういう主張する方々もあったのですね。

なかなかそれは、実務的にそういうことは難しい。色々やりとりをして、基本的にはそう

いう物の考え方も踏まえた上で、法律上、内閣が政令でこの地域を決めるという形になっ

ております。都市再生緊急整備地域は政令で決める。 

 これについては色々な議論がありまして、都市計画の権限は全て公共団体に委譲してあ

りますので、広域的なことは都道府県が決めるという形になっています。もしこれが都市

計画であれば、そういう役割分担があるのかという議論があるわけですけれど、この地域

を決めるのは都市計画ではなくて、施策の努力を集中する地域を内閣として決めるという

ことにしています。しかし、その企図するところは、昭和５５年にマスタープランに再開

発方針を入れようということを努力した先輩たちの問題意識と全く同じであります。それ

を今決めるために、公共団体の方から申し出があったということであります。 

 ちなみに法律の制度としては、公共団体もこの地域を自分たちの区域で指定すべきだと

考えた場合は、都市再生本部に指定すべきだということで申し出ることができるというこ

とになっています。また、内閣の都市再生本部も、国の色々な問題意識から地域に指定し

て努力を集中すべきだと考えた場合は、指定することができる仕組みになっていまして、

その場合は公共団体の意見を聞くという形になっています。その手続に今入っておりまし

て、それからその地域が決まりますと、法律上の特例として、都市計画事業特例と金融支

援の特例２つが発動されることになります。 

 まず、都市計画の事業特例では、一番大きなものは、都市開発事業者が都市計画を提案

できるというのが入口であります。再開発事業であれ、そうでない任意の事業であれ、都

市開発事業者が仕事をするために今の都市計画は好ましくない、この仕事を的確に進める

ために、都市計画はかくあってほしいというものがあれば提案できる。これは非常に画期

的でありまして、自分でこんなことを言って申しわけないのですけれども、都市計画の建



前は、全知全能の都市計画決定権者が、都市計画区域のあらゆる事情を常時掌握していて、

必要なことがあれば適時的確に都市計画を決定し変更するという建前になっているのです

ね。だから、都市計画決定なり変更をイニシエイトとするといいますか、手続を動かす、

その引き金を引くのは都市計画決定権者だけだということになっているわけです。 

 例えば基本的な都市計画要素である容積とか建ぺいとか用途とかというのは、用途地域

の都市計画で決まっていますけれども、これはあれだけの広がりの区域の内でどの程度の

規模の土地所有者であれ、その計画の範囲内でやっている限り、市街地がべらぼうなこと

にはならないという、非常に大ざっぱな計画で決まっているわけですから、個別具体に、

特に土地をまとめた方がしっかりした建築活動をしようとした場合、必ずそういう用途地

域の都市計画要素は変更する必要があるわけですね。必ず変更する必要がある。だから、

再開発の都市計画決定するときなんかは、必ずその前提として、都市計画変更ないし別の

地区計画ないし都市計画決定があるということが当たり前であるわけですけれども、しか

し、それでも都市計画決定権者に対しては、法律上、与えられた権利として都市計画はか

くあるべしということを言う手立てがなかったのです。事実上は陳情したり、ここがこう

なっていますということは、当然仕事をする方々はやっておられるわけです。しかし、そ

れを受け入れるか受け入れないかは、都市計画決定権者の裁量だということになっている

わけです。 

 色々な問題があれば、手続に入ることをためらって、そこに色々なものが滞ってくる。

だから、本当はこんなことを言っていいかどうかわからないのですが、本当は例えば用途

地域の都市計画は仮に置いてある。個別具体の仕事をするためには、どうしても的確な都

市計画決定がいるというふうに考えますと、そういう仕事を本気でやろうとする人を前に

して、手続を動かさなくていいのかと問わなくてはいけないということなのです。そこに

都市計画に対する、都市計画の現場の運用に対する不満が充満しているということが事実

なのですね。それならいっそのこと、仕事を自分の責任で進めようとする方がかくあるべ

しというのを提案していただくようにしようと。そうしたら、それを都市計画手続の引き

金にして、一番右側に書いてありますように、それは仕事をするための都市計画決定です

ので、仕事のための認可と同時に、しかも６ヶ月以内に意思決定しなさいということを法

律で書いております。 

 これは、６ヶ月というのは色々なご議論があると思います。従って、その提案までに色々

な調整が必要になってくるということが実務的にあり得ると思いますけれど、しかし、精

神として何年もかけない。ご提案があった計画については必ず、そのまま都市計画決定し

ますということで、都計審に付議するか、あるいはかくかくしかじかでこういうふうに変

更して付議しますとういうふうに言うか、あるいは採用できませんといいう場合は、かく

かくしかじかの理由で採用できませんということを都計審にきちんと報告した上で、提案

者に返すという手続を決めております。これは、だから都市計画を運用する公共団体の都

市計画の各部隊にとっては大変なことでして、だから、これからの運用については、色々



な意味で調子を合わせて協力していかなければいけないと思っているのですけれど、そう

いうことをやったということですね。 

 それから、真ん中の都市再生特別地区は、提案をする都市計画の対象として、既存の都

市計画を全て白紙として、全く新たに事業計画に沿って都市計画を提案できる。その都市

計画を定めれば、それがそのまま建築基準法の世界では確認手続で建築活動に入れるとい

う意味で、これも都市計画建築基準法の世界では初めての試みですけれども、こういうも

のを導入した。これを提案の対象にする。ですから、提案によって、既存都市計画を一た

ん白紙にして決める計画上のツールを導入する。もう１つは、提案したものについて、事

業計画上の手続とあわせて６ヶ月以内に同時に意思決定する。これが都市計画事業の特例

であります。基本的に、運用する公共団体については非常に厳しいのですけれども、都市

計画に対する実務的な不満がどこにあるか。どういうふうにすれば、それを少しでも解消

していけるのかということに着目して、こういう特別措置法の枠組みを用意したというこ

とでございます。 

 それから、もう１つは金融支援ですけれども、金融支援は２つの形から成り立っており

まして、民間都市開発プロジェクトには必ず必要になる公共施設整備。これは非常に根幹

的なものについては、もちろん都市計画事業者が都市計画街路の事業としてやるわけです

けれども、たまたま都市開発プロジェクトに直接接している街路の一部、歩道の部分の拡

幅とかそういったようなことが、都市計画事業者のプライオリティーからすると必ずしも

高くないと。しかし、プロジェクトにとっては非常に大事だ。 

 先ほど言いました、都市計画事業の箇所採択の優先順位からすると、そういったものも

極力都市計画事業者は優先的に採択して進めようということですけれども、それでも間に

合わないものについては、民間事業者に立てかえて施行していただこう。そのために必要

な資金を融資しよう。特に国費相当分については無利子で貸し付けようという仕組みでご

ざいます。この金融支援は、民間都市開発推進機構を通じてやる。必要な資金は国が民間

都市開発推進機構に貸し付けて、民都機構を通じて事業者にお貸しするという仕組みにな

っています。これは、でき上がった施設の部分は、公共団体が施設を引き取って管理する

ということが大前提でありまして、これについては２種類あります。都市計画施設なので、

最終的には公共事業でやる。東京都でやれば、国の補助金と東京都の財源手当でやる。従

って、引き取るときにお金を払うというケースもあり得ます。今のところこういう財政事

情なので非常に少ないのですが、そういったものは公共団体のお金と国の補助金でこれを

返していくということになります。 

 それからもう１つは、民間都市開発プロジェクトが、開発利益でこの当該施設を整備す

る。整備した結果東京都に移管するというものについても、国費相当分は無利子貸付する

という制度になっています。これは本来であれば、全額都市開発事業者が開発利益から出

さなければいけないというので、相当な重荷になっている部分があるのですが、ここを何

とかして軽くしたいというのが無利子貸付の世界です。 



 それからもう１つは、開発期間中のファイナンスをできるだけ応援したいという考え方

です。特にシニアの優先的なローンとかリスクを一番とる出資の部分を除いて、中間的な

リスクをとる部分ですね。その部分についての資金供給者、社債の取得者というのが、非

常に限られているという現実に着目しまして、民都機構がこういう社債等を取得できるよ

うにしようと、メザニン部分への資金供給が１つと、もう１つは、事業に即して社債なん

かを発行される場合に、ローンも含めてなのですが、極力、できれば社債発行で直接資金

を調達してほしいわけですけれど、そういう場合に債務保証する。債務保証することによ

って、社債の消化をスムーズにするというような仕組みを用意しております。所要資金を

国庫から交付しまして、民都機構に基金として積みまして、それを背景に債務保証事業な

どをやっていただこうという仕組みでございます。 

 こういう枠組みを動かすために、民都機構がこういう金融支援をできるプロジェクトは、

国土交通大臣が認定した事業だという仕組みになっていまして、民間事業者は国土交通大

臣に認定を申請して、認定してもらってこういう支援を受けていく。まだ、１４年度中に、

実際に金融支援を受けられるようなプロジェクトはなかなか限られていると思いますので、

予算も非常に限定的ではありますけれども、１５年度以降、都市再生特別措置法の施行に

並行する形で予算制度も拡充していくという、そういう姿勢でおります。 

 以上が都市再生本部がこれまでやってきたことなのですけれども、あと若干お時間をい

ただきまして、都市再生を考える視点ということでコメントをさせていただこうと思いま

す。色々な意味で試行錯誤を繰り返してきたこの１年というふうに申し上げましたけれど、

どういう視点に着目して、色々な施策なり行動様式を考えたらいいのかという意味で、こ

こに幾つか書いておりますけれども、やはり一番大きくといいますか、広い観点から言い

ますと、高度経済成長期に我々が習い習熟してきた行動原理を見直していくということに

尽きるのかなという気がします。私たちが経験した圧倒的な成功体験、それに裏打ちされ

た行動様式。これは国も地方公共団体も行政内部も事業者も、普通の生活者としての市民

も、皆ほとんど共有していた行動様式ですけれども、経済主体としてマーケットに出てく

るとき、当然の前提として、いつまでもそういう条件が続くというふうに誤信して行動し

てきていた。それはバブル崩壊した後もそういう要素があるというような気がします。む

しろ、今から振り返りますと、やはり高度経済成長期の色々な経験は、かなり特別な条件

のもとに成立した特別な経験だったというふうに考えていく必要があるのかなという気が

します。 

 具体的な事例を出して幾つか考えてみますと、例えば土地に対する物の考え方ですけれ

ども、土地の価格がずっと継続して上昇するということから、全ての経済主体がそれを前

提に行動すれば結局土地のマーケットが十全に機能しない。価格の機能が十全に働かない

というふうな世界にずっと我々は生きてきて、土地を建物の敷地として利用するという観

点から考えますとそこに困難があった。使用するかどうかにかかわらず価値が決まる典型

的な財である金と並べて比べますと、金の単位重量当たりの価格が金の大きさにかかわら



ず同じように、土地の単位面積当たりの価格は敷地規模にかかわらず、近傍隣地であれば

同じだと扱われていた。だけれど、きちんと土地をまとめて建物の敷地として使うからに

は、単位面積当たりの価格は、規模に応じて当然変わるというふうに思うのですが、そう

いう行動を土地のマーケットでしてこなかった事情がありますね。土地を建物の敷地とし

て使って、建物を収益に付して仕事をしていくということを考えると、行動様式はおのず

と変わってくるのかなというふうに思うわけです。 

 それから私たちの仕事、例えば旧建設省、国土交通省の仕事、社会資本整備の仕事から

しますと、圧倒的に足りない、世の中の経済活動、あるいは都市生活活動なんかからして、

圧倒的に社会資本が足りない。従って、新規に供給するということが全ての政策の正面に

ありまして、絶対的に足りないということが本当にそうなのかどうかということの正当性

は一切論議しない。しないで済んだ時代がずっと続いてきたということがあると思われま

す。 

 先ほど例に出した街路整備の色々な優先順位、圧倒的な自動車交通がある。どうしたら

いいのだろうか。東京オリンピックの前に先輩たちが論議された昭和４０年問題。もう自

動車で埋め尽されて、東京都市計画区域の中の道路は機能不全になると。どうしたらいい

のだろうかという議論がなされていますけれども、とにかく、自動車交通が非常に普遍化

をして、道路は自動車交通を円滑に流すということと１対１の関係で論議してきているわ

けです。 

 ところが、都市計画という観点から街路を見ますと、自動車交通をさばくというのは、

ほんのその機能の一部でしかないわけです。街路があって、都心居住用の住宅がある、樹

木があるというような光景を思い浮かべてみますと、子供を生んだお母さんが子供を連れ

て乳母車で歩いている空間もみんな街路なのですね。ところが、そういうことをほとんど

念頭に入れないで街路整備をずっと、既成市街地の中の街路整備も考えざるを得ない時代

があったと私は思うのですね。それ程、自動車に比べて道路が足りなかった。しかし、本

来街路はどういう機能を果たすかという世界を正面から考えられるようになってきたかな

と思います。都市再生の世界ではですね。 

 それからもう１つは、今、私たちが持っているストックをどう使うかということについ

て、どう思いをいたすかという部分です。例えば、先輩たちもずっとやってこられた都市

計画の一番大事な仕事で、区画整理の仕事があります。関東大震災の後に帝都復興で、東

京のダウンタウンの区画整理をやり切った地域、３，０００ヘクタール以上やり切った地

域の土地利用を、先輩たちがやった努力に照らして、それにふさわしいような土地利用を

しているかどうかですね。せっかくでき上がった区画整理のブロックがあります。８，０

００平米、７，０００平米か１ヘクタールまでのブロックがありますけれども、その中で

区画整理の前のときの土地利用と全く同じような土地利用をしている。それは戦前がそう

であっただけではなくて、戦後のこれほどの経済力を持った私たちの時代に同じような土

地利用をしている。土地をまとめて大きな建築物を造ろうとすると、マンション反対とか



色々な紛争が起きる。帝都復興で作った市街地でさえそういうことがある。あるいは、戦

災復興でやった名古屋も、今度は駅前が緊急整備地域に入りますけれども、名古屋も１ヘ

クタール弱の大きなブロックを、たくさん先輩たちが精一杯やって作っている。都市再生

プロジェクトで名古屋は何をやりたいかというお話を聞くと、例えば東京とか横浜でやっ

たようなインナーハーバーの再開発をしたいとか、色々なことを、あるいは郊外で新市街

地を区画整理でやっているので、それとのアクセスをこういうふうにしたいというような

お話があるのですが、戦災復興の区画整理で先輩たちが作り上げた市街地を、その基盤に

ふさわしいような形で使い切るために、行政は何ができるのかという視点はほとんどない

のですね。 

 聞きますと、車の旅行速度は２５キロで、２５キロというのは実は東京都の旅行速度の

目標なのですけれども、今、東京都は１８とか１９だそうです。都市計画道路の整備率が、

東京都市計画で５５％。名古屋だと９割近くをいっているのですが、それは要するに、先

輩たちが努力してやった。その結果をどうやって使うかというのは、名古屋とか札幌だか

ら主張できる都市再生上の課題かなと思うのですね。もしそういう主張があれば、今まで

なかなか我々がツールをきちんと磨いてこなかった分野なので、国も一緒になってぜひそ

ういう部分は努力しないといけないと思います。 

 若干お時間をいただいて、もう１つ考える種としてご紹介したいなと思うのは、高度経

済成長期の物の考え方で、この都市再生の観点が一番整理してあるのは、昭和４３年の自

民党の都市政策大綱であります。都市政策大綱は、田中内閣の列島改造のベースになって

いるのですけれども、これを今読み返してみますと、もう言葉使いを忘れてしまったよう

なのも結構あるのですがご紹介しますと、主張のポイントは、日本の社会が高度工業社会

を迎える。高度工業社会を日本列島の中できちんと展開をするためにはどうしたらいいか

という課題設定があります。 

 高度工業社会が到来をすると、国民の不安がだんだん募っていく。特に、過密と過疎両

面から、国民がこのまま生活していけるだろうかと不安がどんどん募っていく。特に、都

市については住宅難、交通難、環境破壊、こういったことで、このまま生き続けていける

のだろうかという不安がずっと広がっていく。何とかしなければいけない。高度工業社会

を生き抜く日本の社会はどうやったらできるのかという課題設定ですね。その答えとして、

こういう問題を単に大都市への集中の現象的な問題としてとらえるのではなくて、日本社

会の構造変化としてとらえようと。構造変化としてとらえれば、解決策がこういう形でで

きるという物の考え方をするわけですね。 

 これから子孫に引き継ぐべき豊かな国土のあり方は何かというと、結局、大都市と地方

をバランスのとれた形で利用するのだと。大都市は改造する。今ある足りないところはど

んどん改造していく。地方はどんどん産業開発を進める。結果としてどういうことになる

かというと、日本列島全体が改造されて、１つの広域都市圏になる。日本列島全体が広域

都市圏になるという思想ですね。非常に高能率で、均衡が確保された、世界に開かれた都



市を日本列島は造ると、こううたっているわけです。今、我々はこれを読み返してどう考

えるかですね。先輩たちはそういうふうに考えていた。 

 都市的な価値、都市再生を考える視点という処で、都市の本質、富を生み出す力と書い

ていますけれども、人が集まると集中する、エネルギーが出てくる、色々な事柄の処理が

効率的にできるという都市の本質を、日本列島全体でそういう高度工業社会を造り上げる

という方向で追求しています。確かに高度成長期にみんなが大都市に集中していた理由は、

都市のそういう価値が魅力になって人を集めてきたと思います。しかし、そこに無いのは

田園には田園の価値があるのではないかという視点ですね。田園だからできる生活がある

はずだと考えたときに、その部分、守るべき田園生活の価値という部分が完全に欠落して

いる。今、この時点で振り返れば、そういうふうに見えます。 

 実は、今世紀の初めに近代都市計画が英国で論議をされたときに、やはり同じように１

９世紀を通じて工業化がものすごく進展する、都市集中が進む。都市の住宅難、環境破壊

が進む。生活環境も非常に悪くなる。どうしたらいいかということで、田園都市の議論が

出てくる。これは近代都市計画の制度につながるわけですけれども、英国の人たちが田園

都市の考え方で整理したのは何だったかといいますと、決して都市的な価値だけを追求し

ようということではなくて、田園的な生活の価値と都市的な生活の価値をいいところだけ

とって融合させようと。都市と田園の結婚だという言葉使いが使われていますけれども、

そういうことが今世紀の初めの近代都市計画の田園都市の議論のときにはなされている。

４０年前の列島改造、都市政策大綱のときには、都市的な価値だけを追求しようというこ

とが主張されている。 

 僕たちが都市再生を議論をするときには、どういう価値に立脚して都市再生を追求すべ

きなのかなと思うのですね。恐らく、都市的な価値を、過疎地帯を含めて日本全土にあま

ねく広げるというのは、私は今この時点で無理があると思います。第２の都市的な価値、

田園的な価値を結婚させようというのも、頭の中ではできるかなと思いますけれど、地に

即して考えると無理があるのかなと思います。別に大都市に限らない。人が集まって生活

している地方、津々浦々にある都市を含めて、都市的な価値を究極まで追求する。ですか

ら、人が集まって、なおかつ利便性を確保し、環境も確保して高能率な生活ができる。エ

キサイティングな生活ができるという都市生活を追求する。しかし、それ以外の土地では

田園的な生活価値を追求する。この２つの価値をめりはりを持って追求するということで

はないかなと思います。その一方の努力の分野が、都市再生ということなのかなと思って

やっているのですけれども。 

 何か取りとめのない話になりました。最後に余談です。 

最近、建設省のクラブにおられた朝日新聞の先輩記者の方と話しておりまして、昔は楽し

かったなと、昔はいい時代だったなと話しておりました。昔の人は偉かったということも

話したのですが、そうしたらその記者の方が、そういえば山本君、こういう百人一首の歌

を知っているかねと言いまして、「ながらへば またこのころや しのばれむ 憂しとみし



世ぞ 今は恋しき」という歌があるのを知っているかねと言うのですね。 

 自分は子供の頃、かるたを取っているときにこの歌を、牛を見るという歌なのかなと最

初は思っていたのだよねと言うのですよ。しばらく勉強すると、牛臣氏という豊臣氏みた

いな大名がいるのかなと思っていたのだよねと。今、物がわかるようになってこの歌を思

い返すと、今の時代感覚にまことに合っているねと言うのです。私は、その「ながらへば 

またこのころや しのばれむ 憂しとみし世ぞ 今は恋しき」という歌が、私たちの今の

気持ちに余りにもぴったりくるものだから愕然としまして、酒を飲んでいたのですが、帰

って子供を起こしまして、子供が持っている百人一首の解説書をひもといてみたのです。

そうしたら何と、これを作った人は藤原清輔朝臣という人で、百人一首の番号だと８４番

という番号が振ってあるのですけれど、８４番というのは、要するにずっと時代が遅れて

きて、平安時代の末期に保元・平治の乱の時代に生きた人なのだそうですね。 

 保元・平治の乱といえば皆さん思い当たられると思いますけれど、日経新聞の文化の欄

に、池宮彰一郎さんという人が、平家物語から「物語」をとって「平家」という小説を書

いております。私は、池宮さんが小泉さんのファンで、小泉さんにこういう気持ちで仕事

をしなさいというメッセージを毎朝送っている小説だと思って、朝トイレでいつも読んで

いるのです。けれども、そういう気持で読んでいると、まことにえげつないと思うことも

あるのです。藤原官僚群というのがいて国家を私している。それに対する改革のリーダー

として平清盛を置いて、改革の手段として保元の戦争も平治の戦争もやるわけですね。そ

ういうのを見ていますと、まことにその朝日新聞の先輩は、大事なことに気をつけさせて

くれたなと思うのです。 

ちなみに、ついでに藤原清輔朝臣のお父さんはどういう人かというのがまた百人一首の解

説本にありまして、お父さんは藤原顕輔という人で、お父さんですから恐らく３０歳ぐら

い年上なのだと思いますけれど、この人は大変な歌人で、崇徳院という上皇から「詞花集」

という勅撰和歌集を編めと言われて、清輔の方はそれに参画できなかったというので寂し

がっているというようなことも書いてあります。何でそれを言うかといいますと、実は、

顕輔さんが詠んだ歌はどういう歌かといいますと、「秋風に たなびく雲の 絶え間より 

もれ出づる月の 影のさやけさ」というのですね。たった一世代前の親父はそういう歌を

詠んでいるのですね。これを酔っぱらいかげんで解説書をひもときながら私が思いました

のは、これはあたかも高度成長期に、新全総を編んだ先輩たちの気持ちだなと。要するに、

進むべき方向について１点の曇りもない。高度工業社会に向かって日本が進んでいく。そ

のために何をどうしたらいいか。その美しさには関心があるが、日本社会として進むべき

方向については、１点の曇りもないというのを親父たちは詠んでいるのですよね。しかし

息子は、「ながらへば またこのころや しのばれむ 憂しとみし世ぞ 今は恋しき」と言

っているのですね。我々も気合いを入れて仕事をしていかなければいけないなと思う次第

であります。 

 



 

 

 




